
奈良市自治体情報システムβ´モデル採用に係る外部監査業務委託の質問に対する回答

7-（２）③ お見込みの通りです。

7-（3） お見込みの通りです。

一般競争入札参加申請書の申請者欄への押印は不要です。

11 発行日より３か月以内のものをご提出ください。

第１０条 契約書本文の修正に係る協議はできません。

第１１条 契約書本文の修正に係る協議はできません。

№
説明書/仕様書/
様式/契約書案 頁 項　目　名 質　　問　　内　　容項　　番

2 仕様書 3

1 仕様書 3 監査の実施
「実地監査において、対象課数は 5 課以内」と記載
がございますが、実地監査は対象課ごとに個別実施
の想定でしょうか？

回答

監査報告書
の作成

報告書は、「β´ モデル採用自治体における監査項
目に対する外部監査報告書（詳細版・公開版）の作
成」であって、対象課ごとに個別に作成を求められて
いるものではない認識でよろしいでしょうか。

5 委託契約書（案） 2 損害賠償
契約書の取交し時において双方で内容の修正等を
協議して頂けるのでしょうか。
損害賠償の上限

6 委託契約書（案 2
業務完了の
報告及び確
認等

契約書の取交し時において双方で内容の修正等を
協議して頂けるのでしょうか。
契約不適合責任期間の追記

3 様式第1号
一般競争入
札参加申請
書

（申請者）の捺印は必要でしょうか。

4 入札説明書 4
① 納税証明
書の写し

納税証明書の写しの期日に条件はありますでしょう
か。


